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様式第 3号（第 4条関係） 

会      議      録  

 

Ⅰ．附属機関等の会議の名称 

令和元年度 第 2回 松川町地域公共交通対策協議会 

 

Ⅱ．開催日時 

令和元年 9月 24日（火） 午前 10時 00分～10時 40分 

 

Ⅲ．開催場所 

松川町役場 2階 協議会室 

 

Ⅳ．出席者氏名 

≪委員≫ 

宮下智博会長 水野一昭副会長 藤澤洋二委員(代理/堀内郁勇) 片桐実委員(代理/片桐博) 

中川初俊委員 大澤今男委員 林貞喜委員 小澤文人委員 宮島和子委員  

芦澤千恵子委員(代理/高橋岳大) 土屋智則委員(代理/長岡真実)  

丸山義廣委員(代理/鈴木進) 福澤政徳委員(代理/黒河内淳史) 小沢雅和委員  

唐木達也委員 高坂敏昭委員 [欠席：原節子委員] 

≪事務局≫ 

久保友二幹事長 小木曽雅彦事務局長 佐々木保事務局員 河野通祥事務局員 

 

特定非営利活動法人 SCOP/鈴木研究員 

 

Ⅴ．非公開の理由（会議を非公開とした場合） 

  （公開） 

 

Ⅵ．傍聴人の数 

   1人 

 

Ⅶ．協議事項（公開） 

（1） デマンド運行について 

① 運行ルールについて 

② 実証運行実施に伴う補正予算について 

（2） 消費税率引き上げに伴う運賃について 

 

Ⅷ．その他 

 

Ⅸ．会議資料の名称 

   ・次第及びⅦに係る資料 
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Ⅹ．審議の概要 

1．開会（水野副会長） 

2．会長挨拶（宮下町長） 

 今回より、久保副町長が幹事長として着任する。 

<事務局より説明> 

協議会規約第 7条により会長が議長となる。 

また、委員 17名中 16名の出席により本会議は成立する。 

3．協議事項 

（1） デマンド運行について 

① 運行ルールについて 

<事務局より説明> 

 委員：当初の計画では、3便も定時定路線であった。現状でも特に峠部奈線では乗車率が高

く、乗り切れない状況があるということを考えると、3 便の帰宅時間は乗客が集中し、

混乱する可能性がある。予約の受付時間が 1時間前までということもあるが、2便の到

着から 3便の発車までおよそ 30分しかなく、配車の調整を考えると、時間的にも厳し

いと思われる。また、今まで電話なしで乗られていた方が、いきなり電話予約で乗車

するというのは難しいと思われるため、例えば車内に受付箱と予約用紙などを用意し

て、その場で帰宅分の予約をしてもらうのはどうか。 

事務局：予約受付の時間については、運行事業者と調整をしながら再度検討していく。受付

箱等についても設置の方向で進めていきたい。 

 委員：3便の出発時刻をもう少し後ろにずらすことはできないか。 

事務局：住民からはなるべく午前中のうちに帰宅をしたいという声を多く聞く。また、定時

定路線時の時刻や 2 便との兼ね合い、運行事業者の休憩時間などを考え現在の時刻と

なっている。実証運行をする中で改善すべきところがあるようなら再度検討をしてい

くため、実証運行開始時にはこの時刻でご了承いただきたい。 

② 実証運行実施に伴う補正予算について 

<事務局より説明> 

※質疑・意見なし 

【デマンド運行について承認】 

（2）消費税率引き上げに伴う運賃について 

<事務局より説明> 

※質疑・意見なし 

【消費税率引き上げに伴う運賃について承認】 

会長：その他デマンド運行全体を通して質問等はあるか。 

   委員：デマンド運行の登録は生田地区の住民だけなのか。それとも町内全体なのか。例え

ば、日赤病院で乗車し役場前で降りたいといった人がいた場合は利用ができるのか。

その使い方ができるなら、町内全域に登録が必要になると思うが。 

  事務局：生田地区の住民の利便性を図ることを前提としているため、デマンドの登録は基本

的に生田地区の住民となっている。日赤病院から役場などまでといった使い方はせず、
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乗降ポイントから生田地区といった利用の仕方で考えている。ただ、実証運行をする

中で様々なケースが発生すると思われるため、その中で検討、改善を行っていきたい。 

  委員：実証運行は何ヶ月か。 

 事務局：令和 2年 1月 6日から令和 2年 6月 30日までの 6ヶ月間で行っていく。 

4．その他 

  事務局：その他について委員の方から何かあるか。 

   委員：古町地区には、運転免許証の返納を促したい高齢者がいるが、車がなければ買い物

や病院に行くことができないため、車を手放すことができず、免許の返納者がほとん

どいない状態である。古町地区の人は買い物に行くには高森のカインズホームやアピ

タの方が近いため、免許を返納しても買い物などができるよう、町を越えアピタなど

の商業施設までまわることはできないか。 

  事務局：10 月より高森町で福祉バスから公共バスに代わる。例えば、特定のバス停でフルー

ツバスから高森の公共バスへと乗継ぐことによって、アピタなどの商業施設まで行け

るといった仕組みができるのではないかと考えている。 

   委員：高齢者もいるためバスの乗り換えは厳しいと思うが。 

  事務局：意見としていただき、検討させていただく。 

5．閉会（水野副会長） 

 

 

 


